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建設総務課建設部

事務作業全般
事務作業全般

地籍調査事業（街区境界調査）

・平成26年(2014)年2月に策定した『茅ヶ崎市緊急重点区域官民境界等先行調査事業画』

に基づき、地震による津波浸水被害が想定される鉄砲道以南の区域を重点区域とし、一筆

地調査に先行して道路等で囲まれた街区の地籍を調査する街区境界調査を平成27（2015）

年度から実施しています。

・事業主体は市、財源は1/2を国、1/4を県、1/4を市にて負担。

事業計画作成
補助金交付申請
設計・入札・契約
広報紙掲載・実施の公示

8月 9月
10

月
4月 5月

現場調査・訪問

事務作業全般

2月 3月6月

事務作業全般
事務作業全般

伝票処理・契約事務
周知・広報

11

月

12

月
1月7月

街区境界調査
次年度補助金要望
県認証検査
前年度成果送付・登記（国土地理院・法務局）



あり

・国土調査法
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5
6
7
8
9
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道路占用掘削工事及び開発における協議 事務作業全般
基準点新設・維持管理業務委託 事務作業全般

9月
10

月

11

月

基準点使用承認申請受付交付 申請等受付
基準点使用報告書確認 事務作業全般

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

公共基準点の新設及び維持管理

建設部 建設総務課

・今後の土地利用が見込まれる地域を分析し、測量の基礎となる公共基準点を必要最小限

に設置します。

・管理する公共基準点の基準点使用承認による報告を徹底し、維持管理に反映させます。



あり

・測量法
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5
6
7
8
9
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15

道路の認定及び廃止事務

建設部 建設総務課

・新設道路、開発帰属道路及び寄附道路等の認定を行います。また、主に一般交通の用に

供する必要がなくなった道路を廃止します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

議決後に道路認定・廃止の告示 周知・広報

9月
10

月

11

月

道路認定・廃止議案作成 事務作業全般
関係各課調整後、市議会定例会に提案 議会



○道路法

（市町村道の意義及びその路線の認定）

第八条　第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村⾧がその

路線を認定したものをいう。

２　市町村⾧が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当

該市町村の議会の議決を経なければならない。

３　市町村⾧は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、

市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村⾧は、関係市

町村⾧の承諾を得なければならない。

４　前項後段の場合においては、関係市町村⾧は、当該市町村の議会の議決を経なければ

承諾をすることができない。

５　前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定の

適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。

（路線の認定の公示）

第九条　都道府県知事又は市町村⾧は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合

においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令

で定めるところにより、公示しなければならない。

（路線の廃止又は変更）

第十条　都道府県知事又は市町村⾧は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用

に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止する

ことができる。路線が重複する場合においても、同様とする。

２　都道府県知事又は市町村⾧は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線

を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができ

る。

３　第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線

の廃止又は変更について、第八条第二項から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定に

よる市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。

あり
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道水路等の境界確定及び境界復元

建設部 建設総務課

・未確定道水路等の境界を確定します。

・境界確定済みの道水路等の境界を復元します。

・境界確定証明書、道路幅員証明書等を交付します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

　現場調査及び地権者説明 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月

確定業務に関する入札・契約 伝票処理・契約事務
　申請書収受 申請等受付

　現場調査及び地権者説明 現場調査・訪問
　完了検査及び課内報告 事務作業全般

　現地にて境界確定協議 現場調査・訪問

復元業務に関する入札・契約 伝票処理・契約事務
　申請書収受 申請等受付

事務作業全般　完了検査及び課内報告

境界確定証明書等の申請受付・交付 申請等受付



あり

・茅ヶ崎市道水路等の境界確定に関する規則
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道水路等の電子データによる管理及び境界確定図等の交付

建設部 建設総務課

・道路情報管理システムによる道水路等の管理及び公共基準点、地籍調査データを管理し

ます。

・境界確定図、公共基準点成果表等を交付します。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

道水路等の境界点等の電子データ化及びデータ更新 事務作業全般

9月
10

月

11

月

 道路情報管理システム運用保守業務委託 伝票処理・契約事務
 前年度地籍調査データ取込 事務作業全般

境界確定図の交付 申請等受付



・茅ヶ崎市道水路等の境界確定に関する規則

あり
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15

　申請者協議・本申請
審議会

　完了報告及び契約に向けた庁内調整
事務作業全般
庁内調整・会議

　現場調査（事前確認）
申請等受付

　庁内照会及び回答
現場調査・訪問

　不動産評価委員会（価格諮問）【所管：資産経営課】

庁内調整・会議

　申請者協議・本申請 事務作業全般
　現地確認 現場調査・訪問

道水路の交換、付替え及び売払い
庁内調整・会議　完了報告及び登記に向けた庁内調整

　庁内照会及び回答 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

道路の公道移管申請書収受 申請等受付
　現場調査（事前確認） 現場調査・訪問

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

道路の公道移管、道水路の交換、付替え及び売払い事務

建設部 建設総務課

・道水路管理者と連携を図り、市として管理すべき道路敷の公道移管を進め、不要な市有

地については、道水路の機能に支障を及ぼさない範囲で交換、売払いを行います。



あり

○道路法

（市町村道の意義及びその路線の認定）

第八条　第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村⾧がその

路線を認定したものをいう。

２　市町村⾧が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当

該市町村の議会の議決を経なければならない。

（路線の廃止又は変更）

第十条　都道府県知事又は市町村⾧は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用

に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止する

ことができる。路線が重複する場合においても、同様とする。

２　都道府県知事又は市町村⾧は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線

を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができ

る。

（略）

○茅ヶ崎市財産の交換、譲渡、貸付等に関する条例

（普通財産の交換）

第２条　普通財産は、次の各号の１に該当するときはこれを他の同一種類の財産と交換す

ることができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の６分の１をこえるときは

この限りでない。

(1)　この市において公用または公共用に供するため他人の所有する財産を必要とすると

き。

（略）

（普通財産の譲渡）

第３条　普通財産は、次の各号の１に該当するときは無償または時価よりも低い価額で譲

渡することができる。

(1)　他の地方公共団体その他公共団体において公用もしくは公共用または公益事業の用に

供するため、この市の普通財産を当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2)　公用または公共用に供するため寄附を受けた財産についてその用途を廃止した場合に

その寄附者または相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

（略）
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4 ■
5
6
7
8
9
10
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12
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成果物納品 事務作業全般
中間・本検査 事務作業全般

9月
10

月

11

月

認定、廃止、区域変更、供用開始案件抽出 事務作業全般
仕様書・入札・契約 伝票処理・契約事務

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

道路台帳の整備・補正事業

建設部 建設総務課

・前年度に認定及び供用開始を行った道路について、道路台帳調書の整備を行い、廃止及

び区域変更を行った道路、道路付帯施設並びに構造の変更等が行われた箇所について、道

路台帳調書の補正を行います。



あり

○道路法

（道路台帳）

第二十八条　道路管理者は、その管理する道路の台帳（以下本条において「道路台帳」と

いう。）を調製し、これを保管しなければならない。

２　道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定

める。

３　道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができ

ない。
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道路の区域決定、変更及び供用開始事務

建設部 建設総務課

・道路管理者や水路管理者と協議し、道路の区域決定、変更及び供用の開始について、告

示の手続きを進めます。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

道路区域決定、変更及び供用開始の告示 周知・広報

9月
10

月

11

月

道路区域決定、変更及び供用開始案作成 事務作業全般
関係各課協議・調整 庁内調整・会議



○道路法

（路線の廃止又は変更）

第十条　都道府県知事又は市町村⾧は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用

に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止する

ことができる。路線が重複する場合においても、同様とする。

２　都道府県知事又は市町村⾧は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線

を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができ

る。

（略）

（道路の区域の決定及び供用の開始等）

第十八条　第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一

項から第三項までの規定によつて道路を管理する者（指定区間内の国道にあつては国土交

通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。）は、路線

が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路

の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表

示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事

務所（以下「道路管理者の事務所」という。）において一般の縦覧に供しなければならな

い。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。

２　道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交

通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者

の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、そ

の路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複

する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をす

ることを要しない。

（路線の認定の公示）

第九条　都道府県知事又は市町村⾧は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合

においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令

で定めるところにより、公示しなければならない。

あり
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9
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完了検査結果回答 事務作業全般
検査済証及び完了公告収受 事務作業全般

中間検査 現場調査・訪問
中間検査結果回答 事務作業全般
完了検査 現場調査・訪問

事前協議（あれば編入同意）結果回答 事務作業全般

9月
10

月

11

月

開発事前協議（あれば編入同意申請書）収受 申請等受付
現場調査 現場調査・訪問

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

開発行為に係る事前協議及び編入同意事務

建設部 建設総務課

・都市計画法第３２条の開発行為に係る申請書の受理を行い、民地と道路の境界に関する

現地調査・事業者との調整、関係各課協議及び回答を行います。

・事業者が公共用財産を開発行為の施行区域に編入したい場合について、編入同意申請書

の受理を行い、開発審査課と連携し、関係各課協議及び回答を行います。



あり

○都市計画法

（公共施設の管理者の同意等）

第三十二条　開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共

施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

２　開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事

により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなけれ

ばならない。

（略）

（公共施設の用に供する土地の帰属）

第四十条　開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設

に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に

供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第三十六条第三項の公告の日の

翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置

された新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共

団体に帰属するものとする。

２　開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の用

に供する土地は、前項に規定するもの及び開発許可を受けた者が自ら管理するものを除

き、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、前条の規定により当該公共施設を管理

すべき者（その者が地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務（以下

単に「第一号法定受託事務」という。）として当該公共施設を管理する地方公共団体であ

るときは、国）に帰属するものとする。

３　市街化区域内における都市計画施設である幹線街路その他の主要な公共施設で政令で

定めるものの用に供する土地が前項の規定により国又は地方公共団体に帰属することとな

る場合においては、当該帰属に伴う費用の負担について第三十二条第二項の協議において

別段の定めをした場合を除き、従前の所有者（第三十六条第三項の公告の日において当該

土地を所有していた者をいう。）は、国又は地方公共団体に対し、政令で定めるところに

より、当該土地の取得に要すべき費用の額の全部又は一部を負担すべきことを求めること

ができる。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

国有財産の譲与申請事務

建設部 建設総務課

・道路や水路を管理する上で必要な国有財産の無償貸付又は譲与の申請を行います。

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

関係機関と協議・調整 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

譲与申請書等案作成 事務作業全般
関係各課協議・調整 庁内調整・会議

譲与契約締結に向けた庁内調整 庁内調整・会議



○道路法

（道路の敷地等の帰属）

第九十条

（略）

２　普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、

国有財産法第二十二条又は第二十八条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である

地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

○国有財産特別措置法

（譲与）

第五条　普通財産は、次に掲げる場合においては、当該地方公共団体に対し、譲与するこ

とができる。（略）

一～四、六（略）

五　河川等（河川、湖沼その他の水流又は水面をいい、河川法（昭和三十九年法律第百六

十七号）が適用又は準用される河川及び下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）が適用

される下水道を除く。以下この号において同じ。）又は道路（道路法（昭和二十七年法律

第百八十号）が適用される道路を除く。以下この号において同じ。）の用に供されている

国土交通大臣の所管に属する土地（その土地の定着物を含む。）について、国が当該用途

を廃止した場合において市町村が河川等又は道路の用に供するとき。

（略）

○下水道法

（国有地の無償貸付等）

第三十六条　普通財産である国有地は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供

する場合においては、国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）第二十二条又は第二十

八条の規定にかかわらず、当該公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理

者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。

あり



1 ■
2 ■
3 ■
4 ■
5 ■
6 ■ ■ ■
7 ■
8
9
10
11
12
13
14
15

　第２回役員会 庁外調整・会議

　第２回役員会 庁外調整・会議
境界確定等実務担当者連絡協議会第１回役員会 庁外調整・会議
　実地研修会 現場調査・訪問

　第１回役員会 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

神奈川県都市土木行政連絡協議会総会 庁外調整・会議
　臨時役員会 庁外調整・会議

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

土木行政関連協議会

建設部 建設総務課

・年1回の総会に参加します。

・近隣市が行う境界確定協議に参加（研修）します。

・本市が行う境界確定協議に近隣市職員が参加（意見交換）します。



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

要望者、地元への報告 相談・問合せ対応

県との協議、調整 庁外調整・会議
地元との協議、調整 庁外調整・会議
工事等の調整 新設・修繕・建替工事

現地調査 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月

県道の整備に関する要望 相談・問合せ対応
県道の維持管理に関する要望 相談・問合せ対応

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

県道の整備促進・適正管理事務

建設部 建設総務課

・県道の整備や維持管理について、市民の利便性や安全性の向上のため、管理者である県

に歩道の整備や改修、修繕や植栽の剪定等を要望し、その実現のため県や地元等と協議、

調整を行います。



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8
9
10
11
12
13
14
15

要望者、地元への報告 相談・問合せ対応

国との協議、調整 庁外調整・会議
関係機関との協議、調整 庁外調整・会議
工事等の調整 新設・修繕・建替工事

現地調査 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月

国道の整備に関する要望 相談・問合せ対応
国道の維持管理に関する要望 相談・問合せ対応

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

国道の整備促進・適正管理事務

建設部 建設総務課

・国道の整備や維持管理について、市民の利便性や安全性の向上のため、管理者である国

に国道の整備や改修、修繕や植栽の剪定等を要望しその実現に向けて国や関係機関等と協

議、調整を行います。



なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3 ■ ■ ■ ■
4 ■ ■ ■
5 ■
6 ■ ■ ■ ■ ■ ■
7
8
9
10
11
12
13
14
15

管理図作成指示 事務作業全般
管理協定締結 事務作業全般
道路認定・区域変更・供用開始手続き 事務作業全般

現地立ち合い 現場調査・訪問

9月
10

月

11

月

関係機関との移管協議 庁外調整・会議
庁内関係課との協議 庁内調整・会議

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

側道・県道移管事務

建設部 建設総務課

・さがみ縦貫道路・都市計画道路藤沢大磯線建設事業に伴い高架下の側道を市道として移

管するため、事業者である国やネクスコ、県等と移管協議を行います。

また、県道４０４号の一部を市道とするため、県や藤沢市と移管協議を行います。



なし



1 ■ ■ ■
2 ■
3 ■ ■ ■
4 ■ ■ ■
5 ■
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

要望活動 協議会活動
要望対象路線についての調査、研究 協議会活動

総会 協議会活動

9月
10

月

11

月

幹事会 協議会活動
委員会 協議会活動

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

道路整備関連協議会活動事務

建設部 建設総務課

・「新湘南国道並びに藤沢大磯線（湘南新道）新設改良促進協議会」の会員として、近隣

市町と連携し、新湘南バイパスや都市計画道路藤沢大磯線の早期整備促進を目的に、国や

県等に要望活動を実施します。

また、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）等の整備促進を目的とした各種協議会活動にも

参加し国等に要望活動を実施します。



なし


